
様式第1号

莉■ 年  月  曰

妨 田 識 鰈 雌 黛 殿

語求人  住所または

所 在 地

●りがわ

氏名または

名  称

電話  (     )

代理人  住  所

ヽりがわ

氏   名

廼話  〈     )
(請求人との関係

印

番

印

番

＞

つぎのとおり、審査請求をしま九

被保険者

もしくは

被保険者

であった

者

住 所 晴拐い よ蒔 詢 欄に

は  な 贅 つ 劇 勝 寺 浩 市 工 ・ 年 嗜 饉 IF

帳 年金証書棘

を記入してくださセ、

〈ぶ りが な)

氏 名

生 年 月 日 『
執

嚇
趣 年 月   日 生

記舞 号 第 号

事業所名及び

所  在  地
箭
く 番

給付 を受

けるべ き

者

住 所 被保険者もしくは被保

険者であった者の死亡

に力,ヽる4‐rtl●っぃて、

審査請求をする場合に

だけ記入してくださセ、

(ふ りが な )

氏 名

生 年 月 日 い
韓

嚇
趣

死亡者との続柄

疇 所  在  地 あなたが不服とする処

分をした保険者等の代

表者名を記入してくだ

さし、
名 称



原処分があったことを

知   つ  た   日

平 成   年   月   日 あなたが不服とする処

分をあなたが知った日

(その通知書をあなた

力授 |ナ取った日)を記入

してくださセ、

審査請求の

趣 旨および

理由

あなたが、どん妙 を

受けたので不服申立を

するの力、そ咄 およ

び社会保険審査官にど

ういう決定をしてもら
いたいかを、なるべくく
わしく●E入 してくださ
い。●1絡に,いても結
構で九 )

岬 １

　

　

２

　

　

３

ここには診断書等を証拠として

提出するときに、その文書や物件
の名前を列記してくださυヽ

職

この審査請求については

私の伸ウ こゞいたしま九

鐵 わ 路

平成  年  月  日

麟 岬 申 官 殿

印  を

印

注意 1 回 ●軸 をするときは ヽ理人のコア、氏名等を■載するとともに『委任瀾 欄にも記入してくださセ、
2 この著査請求は、あなたがい あったことを気つた日の翌日から起算して60日以内に姜       〈地力享
詢司内 |●割寸しなセヽと、特別碑 晴がない限り請 をしてもらえないことになりま九

3 処かつ軟掟覇躾

"|(り
を添付してくださヤ、



地方厚生 (支 )局社会保険審査官所在地一覧表

(月J紙 )

厚生 (支 ) 局 名 管 轄 区 域 郵便番号 所 在 地 電話番号

1ヒ海道厚生局 北海道 060-0808 オし幌市北区北フ条西2-15-1 野村不動産札幌ビル2階 011-796-5158

東北厚生局 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 980-8426 仙台市言葉区花京院 1-1-20 花京院スクエア21階 022-208-5001

関東信越厚生局
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県

300-0063 さいたま市浦和区高砂 1-1-1 朝日生命浦和ビル3階 048-615-0200

東海北睦厚生局 富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、二重県 461-0011 名古屋市東区白壁3-12-13 中産連ビル新館4階 052-979-7384

近畿厚生局
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、
和歌山県

541-8556 大阪市中央区農人橋 1-1-22 大江ビル8階 06-7711 8001

中国四国厚生局 鳥取県、島根県、同山県、広島県、山口県 730-0017 広島市中区鉄砲町7-18    東芝フコク生命ビル2階 082-223-0070

四国厚生支局 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 760-0019 高松市サンポー ト2-1     高松シンボルタワー9階 087-351-9510

九州厚生局
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県

312-0011 福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル4階 092-707-1135


